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研究成果の概要（和文）：主たる成果は以下の３つである。①いわゆるヘイト・スピーチ解消法や民法・刑法な
ど日本の現行法におけるヘイト・スピーチ規制の枠組みの再確認・再検討を行った、②思想の自由市場の意義等
を勘案しつつ、ヘイト・スピーチを取り巻く国家権力の問題が、いま現実に生じている種々の問題とも関連する
側面があることを確認した上で、日本における国家の権力行使の現実を把握することに努め、法規制において規
制の主体が公権力の行使者であることの重要性を確認した、③公権力による広報等啓発と教育等の非強制的手法
について検討を行った。

研究成果の概要（英文）：The three main achievements are as follows. (1) We reconfirmed and 
reexamined the framework of hate speech regulations in Japan's current laws, including the so-called
 "Hate Speech Elimination Law," the Civil Code, and the Penal Code. (2) We confirmed that the issue 
of public power surrounding hate speech has aspects related to various problems that are occurring 
in reality today, taking into consideration the significance of the free market of ideas, etc. And 
the importance of the fact that the subject of regulations is the person exercising public power was
 confirmed. (3) Non-coercive methods of public awareness-raising and education by public power were 
discussed.

研究分野： 憲法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　ヘイト・スピーチは日本においてもその解消が目指されている問題である。在日コリアンを対象とするヘイ
ト・スピーチに関する事件が発生し、それへの対応を巡り、学問的にも社会的にも大きな議論が巻き起こってい
る。近年のこうした議論の特徴は、日本でも現行法とは別にヘイト・スピーチへの法規制の導入を検討するもの
が多いことである。しかし、本研究は、規制を行う国家権力の性格・実態や、思想の自由市場の役割、規制の効
果等、それらが日本社会においてどのような意味を持つものかを考察して、現在取られているヘイト・スピーチ
の諸対策を分析し、法による規制以外の解消方法を模索した点に意義がある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１． 研究開始当初の背景 
ヘイト・スピーチは日本においてもその解消が目指されている問題であると認識されていた。

在日コリアンを対象とするヘイト・スピーチに関する事件が発生し、それへの対応を巡り、学問
的にも社会的にも大きな議論が巻き起こっていた。憲法学におけるこの分野の先駆的業績であ
る、内野正幸『差別的表現』（有斐閣、1990 年）のように、従来から法律による規制に積極的な
見解もあったが、憲法学が公私の区別を基本に据えて人権論を組み立ててきたこともあって、多
くの憲法研究者はヘイト・スピーチへの法的規制について消極に解してきた。しかし、近年は、
国際人権の分野や、ドイツやフランス憲法学の議論からヘイト・スピーチ規制に関する知見を摂
取して、国際人権法など憲法学の外はもとより、憲法学の内部においても規制に積極的な見解が
現れ、ヘイト・スピーチ規制の有効性を説く見解も登場するに至っていた。 
 
２．研究の目的 
ヘイト・スピーチに対する規制は、それが憲法上の表現の自由と抵触する可能性があることか

ら、規制に消極的及び積極的な立場の検討を踏まえつつ、規制の適否については表現の自由との
整合性を図らなければならない。本研究の目的は、日本社会に存在するヘイト・スピーチをなく
していくための理論と方法（規制の是非を含む）を、日本の実態に即して検討することである。
また、日本社会におけるヘイト・スピーチを解消するためには、法律による規制とは異なる方法
を用いることの重要性を示すことである。 
 
３．研究の方法 
本研究は、(1)日本の現行法におけるヘイト・スピーチ規制の枠組みについて再確認・再検討を

行う、(2)ヘイト・スピーチ規制に対する消極的および積極的立場の理解を踏まえつつ、表現の
自由の重要性、思想の自由市場、規制を行う国家権力の性格や実態を検討することによって、日
本におけるヘイト・スピーチ規制の是非を検討する上での判断材料を析出する、(3)日本におい
てヘイト・スピーチ規制を行うべきかどうか、規制する場合にはどのようなヘイト・スピーチに、
どのような規制を加えるべきなのか、その規制を加えなければヘイト・スピーチは解消しないの
かについて、立法事実に基づく丹念な検証を行う、(4)法による規制に依存しないヘイト・スピ
ーチ対策を追求する。 
 
４．研究成果 
(1) 日本におけるヘイト・スピーチ規制の是非を検討する上で、そもそも現行法で何をどこま
で規制できるのか、あるいは、できないのかを確定する必要がある。日本におけるヘイト・スピ
ーチの問題とされる事例を素材としながら、民法、刑法、いわゆるヘイト・スピーチ解消法等が
どこまで使用できるのか検討を行った。その結果、①個人または特定の団体に対する名誉毀損や、
刑事法上せん動と評価されるものは現行法で対処できるものの、そうでないものには対処する
ことができないこと、②いわゆるヘイト・スピーチ解消法は刑事罰を科する法ではないこと、③
地方自治体においてヘイト・スピーチ解消のための施策があることを確認した。 
 そして、表現の自由の重要性、思想の自由市場、規制を行う国家権力の性格や実態を検討する
ことで、日本におけるヘイト・スピーチ規制の是非を検討する上での判断材料を析出することを
目指した。規制に積極的な立場と消極的な立場とでは、表現の自由に対する規制をする上で乗り
越える問題について、また、表現の自由と民主主義そのものの理解および両者の関係について違
いがある。その上で日本において行われているヘイト・スピーチ対策・対抗手段を網羅的に──
思想の自由市場・対抗言論、教育・啓発、相談体制、禁止規定・罰則規定、「公の施設」の利用
制限、拡散防止策といった種々の手段について──その内容を確認し、それぞれにつき評価を試
みた。これらの手段について網羅的に検討した点に本研究の特色があると考える。この成果は
「日本におけるヘイト・スピーチ対策に関する一考察」専修法学論集 138 号（2020 年）1-29 頁
にまとめた。  
 
(2) ヘイト・スピーチを取り巻く国家権力の問題が、いま現実に生じている種々の問題とも関
連する側面があることを確認した上で、日本における国家の権力行使の現実を把握することに
努めた。現在の日本社会において、ヘイト・スピーチに対する法規制を強く望む声があるが、ヘ
イト・スピーチに対する規制について考える前に、そもそも規制の主体が公権力の行使者である
ことには充分な注意を払わなければならない。すなわち、規制のための法令が注意深く作られる
べきであることは言うまでもないが、仮にそれを注意深く作ったとしても、その行使に当たり恣
意や濫用の危険は常につきまとうものである。そして、公権力の濫用は、理論上の話ではなく、
現在の日本でも実際に起こっていると考えられ、それらの実例を提示して検討した。その結果を
踏まえるならば、権力の現実を踏まえない法規制に関する議論は自由に対する大きな危険をは
らみうるのであって、ヘイト・スピーチ規制に飛びつく前に、こうした公権力の性格を充分に理
解しておくことが必要である。規制に積極的な見解が増えている昨今、国家の権力性に注意を喚



起する点に本研究の特色があると考える。この成果は「権力の濫用──ヘイト・スピーチ規制を
考える前に──」専修法学論集 144 号（2022 年）15-50 頁にまとめた。 
 
(3) 地方自治体によるヘイト・スピーチ規制の現況とその評価を検討するために、大阪市ヘイ
トスピーチへの対処に関する条例（平成２８年大阪市条例第１号）を取り上げ、その条例の内容
とその合憲性が争われた判決を分析した。その結果、当該条例はヘイト・スピーチ規制といわれ
るものの、「ヘイトスピーチ」に関する大阪市の状況を前提とした、市条例が定義する「ヘイト
スピーチ」について、市の定めた非強制的手法を用いたものである。最高裁判決（最判 2022 年
２月 15 日民集 76 巻２号 190 頁）は、そのような制限規定の合憲判断であっ て、その射程は限
定的であることを明らかにした。この成果は「判例研究 大阪市「ヘイトスピーチ」条例の合憲
性」専修法学論集 147 号（2023 年）437-455 頁にまとめた。また、ヘイト・スピーチをなくす
ための、法律による規制ではない手段を検討すべく公権力による広報等啓発と教育等の非強制
的手法について検討を行った。 
 
(4) 本研究は、規制を行う国家権力の性格・実態や、思想の自由市場の役割、規制の効果等、そ
れらが日本社会においてどのような意味を持つものかを考察して、現在取られているヘイト・ス
ピーチの諸対策を分析し、法による規制以外の解消方法を模索した点に意義がある。なお、ヘイ
ト・スピーチの根底に存在する差別解消のための分断や格差等は検討をしたものの、成果として
まとめるには至らず、今後の課題としたい。 
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